
港区子育て支援専門部会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 「大阪市次世代育成支援行動計画」に基づき、要保護児童等を中心とした課題解 

決に向けて、的確なサービス調整や機関の連携等の効果的なネットワークシステムを構 

築し、地域における子育て支援を推進するため、港区地域支援調整チーム設置要綱第６ 

条の規定に基づき、港区子育て支援専門部会（以下、「専門部会」という。）を設置する。 

 

（業務） 

第２条 専門部会は、次の各号に掲げる業務を行う。 

（１）子育て支援に関する現状の把握及び意見交換 

（２）地域の社会資源の活用及び改善の検討 

（３）行政、関係機関、関係団体等との連携及び協力の推進に関する協議 

（４）子育て支援に関する行政機関への提言・要望 

（５）前各号に掲げるもののほか、子育て支援の推進に必要な事項 

 

（組織） 

第３条 専門部会は、要保護児童対策地域協議会とひとり親家庭等支援部会とみんなと子

育てしチャオ会の構成員をもって組織する。 

 

（専門部会の議長） 

第４条 専門部会の議長は、子育て支援業務主管課長をもって充てる。 

２ 議長は専門部会を代表し、議事その他の会務を総理する。 

３ 議長に事故あるとき、または欠けたときは、あらかじめ議長の指名する委員がその職

務を代理する。 

 

（会議） 

第５条 専門部会の会議は、議長が招集する。 

 

（意見の聴取） 

第６条 専門部会は、必要があるときは、委員以外の者から意見または説明を求めること

ができる。 

 

（守秘義務） 

第７条 専門部会の構成員及び専門部会出席者は、正当な理由なく、専門部会で知りえた

秘密を漏らしてはいけない。 

 

（事務局） 

第８条 専門部会の庶務は、区保健福祉課（子育て支援）で行い、専門部会の運営事務等

を行う。 

 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、専門部会の運営について必要な事項は議長が別に

定める。 

 

附  則   

この規定は、平成１８年１月３０日から施行する。 

附  則 

  この規定は、平成１８年１２月１日から施行する。 



附  則 

  この規定は、平成１９年１０月３１日から施行する。 

附  則 

  この規定は、平成２１年１１月５日から施行する。 

附  則 

  この規定は、平成２２年１０月２６日から施行する。 

附  則 

  この規定は、平成２４年１月２３日から施行する。 

附  則 

この規定は、平成２５年２月２６日から施行する。 

附  則 

この規定は、平成２６年３月７日から施行する。 

附  則 

この規定は、平成２６年４月１日から施行する。 

附  則 

  この規定は、令和２年４月１日から施行する。 

 


